
答申第 ３４ 号
平成14年９月30日

兵庫県知事 井 戸 敏 三 様

情報公開審査会
会長 真 砂 泰 輔

公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について（答申）

平成13年11月21日付け諮問第８７号で諮問のあった下記の公文書に係る標記
のことについて、別紙のとおり答申します。

記

建設業許可業者名簿（電磁的記録 （阪神北県民局 知事許可 ７月末現在））
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（別紙）
答 申

第１ 審査会の結論
建設業許可業者名簿（電磁的記録）に係る非公開決定は妥当である。

第２ 異議申立人の主張要旨
１ 異議申立ての趣旨

本件異議申立ての趣旨は、建設業許可業者名簿（電磁的記録）の公開請
求に対して、実施機関が平成13年９月３日付けで行った非公開決定（以下
「本件処分」という ）の取消しを求めるものである。。

２ 異議申立ての理由
異議申立書及び意見書並びに意見陳述において述べられた本件異議申立

ての趣旨は、次のとおり要約される。
1 実施機関は、非公開理由として「公文書の不存在」を挙げている。し( )
かし、建設業許可業者名簿の電磁的記録は、実施機関の職員が建設業許
可事務を行う際、日常的かつ組織的に電子計算機を操作し、業務に用い
ている電子情報である。本件公文書非公開決定通知書の備考に「建設業
許可業者名簿は、…閲覧及び複写していただけます 」と記載されている。
が、これは当該電磁的記録の情報を印刷機で出力したものである。した

、 、 。がって 建設業許可業者名簿の電磁的記録は 実施機関に存在している

2 実施機関は、自ら電算入力している許可申請書等に記載された情報に( )
ついて、当該情報のデータベース化及びその管理を財団法人建設業情報
管理センター（以下「センター」という ）に委託している。そのことを。
前提に、①「名簿のデータ」が実施機関の端末機でデータファイルとし
て受信できないこと、②「許可業者情報データ」は建設業許可業務に用
いないことから、これまで同データの作成をセンターに依頼したことが
ないこと、③センターで「名簿のデータ」だけをデータベースから抽出
するには新たなプログラム開発が必要であること、を理由として公文書
の不存在を主張している。
しかし、情報の処理を実施機関自ら行うことなく、外部の情報処理機

関に委託すること（実施機関以外の情報と共にデータベース化すること
を含む ）で、実施機関の公文書保有性が否定されたり、また、実施機関。
が日常業務のために開発されたシステムで現に端末機に受信しているフ
ァイル形式だけが公文書として扱われ、それ以外の情報に関して公文書
の存在が否定されるならば、電磁的記録に関する公文書の公開が無制限
に阻まれることになる。
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第３ 実施機関の説明要旨
非公開理由説明書及び意見陳述において述べられた非公開理由は、次のと

おり要約される。

１ 建設業許可業者名簿の概要
建設業法（昭和24年法律第100号）第13条において、都道府県知事は、一

般建設業の許可申請書等（以下「許可申請書等」という ）を公衆の閲覧に。
。 （ 「 」供しなければならない旨を規定している 建設業許可業者名簿 以下 名簿

という ）は、許可業者の「許可番号 「商号名称 「資本金額 「土木コ。 」、 」、 」、
ード」等が記録されたものであり、許可申請書等を閲覧しようとする県民の
便宜に供するために、実施機関が閲覧所及び県民情報センターに配架してい
るものである。また、建設業法は書類を閲覧に供することを規定しており、
電子情報によって閲覧に供することを予定していない。

２ 名簿の作成過程
実施機関は、建設業の許可に関するデータの電算処理業務をセンターに委

託している。電算処理業務の内容は、実施機関が、許可申請書等に記録され
ている情報を端末機から入力したものをセンターに送信し、センターは電算
処理を加えてデータベースを構築し、管理することを内容としている。閲覧
に供している名簿は、センターがこのデータベースを基に作成した「名簿の
データ」を実施機関の端末機で受信し、プリントアウトしたものである。

３ 本件公文書の不存在について
1 上記２のとおり、実施機関は 「名簿のデータ」を端末機で受信してい( ) 、
るが、これは、いわゆる印刷用データであり、端末機にファイルとして

。 、保存されるものではない システムがこのようなプログラムである以上
「名簿のデータ」を端末機の画面に表示したり、フロッピーディスクや
光ディスクに複製したりすることはできないものである。

2 名簿のデータ をフロッピーディスク等に複製する方法としては 名( ) 「 」 、「
簿のデータ」と同一内容のデータを含む「許可業者情報データ」の作成
を依頼し、実施機関の端末機でこれを受信し、ファイルとして保存した
後、対象外のデータを削除することが考えられる。この「許可業者情報
データ」は、センターが全都道府県の許可申請書等のデータを含むデー

、 。タベースから 本県の許可業者のデータを抽出して作成するものである
しかし、実施機関においては 「許可業者情報データ」を建設業許可業務、
に用いないことから、これまでに作成したことはない。また、センター
において 「許可業者情報データ」ではなく 「名簿のデータ」と同一内、 、
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容のデータだけをデータベースから抽出するためには、システム上新た
にプログラムを開発する必要がある。

3 実施機関は、このような状態をもって「名簿のデータ」を保有してい( )
ないことから、本件処分を行ったものである。

第４ 審査会の判断
１ 本件請求の対象公文書について

本件請求に係る公文書公開請求書の「請求する公文書の件名及び内容」
の欄を見ると 「建設業許可業者名簿（阪神北県民局知事許可分）７月末分、
電磁的記録での請求」と記載されている。これは、実施機関が閲覧に供

している名簿のうち、平成13年７月末現在の阪神北県民局分のものと同じ
内容の情報を有している電磁的記録（以下「本件公文書」という ）を公開。
請求する趣旨であると解される。

２ 本件公文書の存否について
実施機関は、本件公文書を保有していないとして公文書の不存在を理由

として本件処分を行っているので、本件公文書の存否について以下検討す
る。

1 情報公開条例（平成12年兵庫県条例第６号。以下「条例」という ）第( ) 。
１条第２項では「この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が
職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真（これらを撮影したマ
イクロフィルムを含む。以下同じ ）並びに電磁的記録（電子的方式、磁。
気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れた記録をいう。以下同じ ）であって、当該実施機関の職員が組織的に。
用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう 」と規定さ。
れている。このうち 「電磁的記録」とは、具体的には、再生機器を用い、
なければその内容を知覚し得ない磁気ディスク、磁気テープなどの媒体
に記録されたものをいい、また、実施機関が「保有している」とは、物
を事実上支配している状態であり、所持していることをいうものと解さ
れる。よって、本件請求のような電磁的記録を実施機関が保有している
ということについても、電子的方式等で作られた情報を記録した媒体を
実施機関が所持しており、何時でも請求対象をコピー等して処理するこ
とが可能な状態にあることをいうものと解される。

2 条例第２２条の規定により提出された資料及び実施機関の執務室に赴( )
き、実施機関の職員から受けた説明から、次の事実が認められる。
① 実施機関は、建設業許可に係る新規、更新等のデータを電算機を使
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用して処理し、データベースを構築する業務を委託する旨の契約（以
下「本件契約」という ）をセンターと締結している。。

② 実施機関は、本件契約に基づき、センターから貸与を受けた端末機
で許可申請書等に記載された情報を入力し、そのデータをセンターに
送信している。

③ センターは、実施機関から送信されたデータを電算機を用いて処理
を行い、許可データベースを構築し、管理している。

④ 実施機関は、本件契約に基づき定められた時間中に、許可データベ
ースを利用し、必要な内容を検索した上で、帳票という形で端末機か
ら出力し、それを閲覧に供している。

⑤ センターに送信するデータを、実施機関が別の記録媒体に保存した
り、センターから本件公文書を保存した記録媒体の送付を受けた等の
事実はない。

3 これらの点を踏まえると、事務処理の当否はともかく、実施機関は、( )
本件公文書を含む電子情報を保有しているとは認められず、本件公文書
を保有していないという実施機関の主張は是認できる。

３ 以上から「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第５ 審査会の意見
情報公開制度においては、公開請求時に実施機関が保有する情報をあるが

ままの状態で公開するものであって、公開請求の態様に応じ新たに情報を加
、 、 。工したり 作成したり 入手することを実施機関に義務づけるものではない

このような前提の基に審理を進め、前記の結論に至ったのであるが、本件
の審理の過程で生じた疑義は、本来実施機関が保有し情報公開請求において
請求の対象となるべき情報が、実施機関が業務自体或いは事務処理の一部を
外部に委託することによって、公開請求の対象外の情報として処理されるよ
うな事態を招来しているのではないか、という点に存する。
このような本来情報公開の対象となるべきものが、事務処理の形態如何に

よって左右されるということは「条例」の予定するところではなく、情報公
開制度の存立を危うくするおそれがあり、審査会としては懸念を表明せざる
を得ない。
本件では、帳票を閲覧することができ、請求者が情報にアクセスすること

が可能であるという意味において、同人の情報公開請求権そのものを侵害す
る事例ではないが、帳票作成の基礎となった電子データを実施機関が保有す
ることなく、当該データによって構築されたデータベースが実施機関の外部
に存在するという意味では、新たな問題を提起しており、より効果的な情報
公開請求権の保障という見地からは問題があるところである。
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ところで、実施機関が提出した「建設業許可システム操作説明書」による
と、特段の費用を必要とせず、本件公文書を含む許可業者情報データを端末
機で受信することが可能であることが認められ また 条例第２９条では 実、 、 、「
施機関は、県民が必要とする情報」を的確に把握し、積極的に収集したうえ
で「県民の利用しやすいように整理するものとする」とも定められている。
とすれば、電子政府・電子自治体等という情報化の著しい進展にも鑑み、

実施機関は、請求人が公開請求したような許可業者情報データを受信し、こ
れを情報提供することが望ましい。
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（参考） 審 査 の 経 過

年 月 日 経 過

１３．１１．２１ ・ 諮問書の受領

１３．１２．１０ ・ 実施機関から非公開理由説明書の受領

１３．１２．２６ ・ 異議申立人からの意見書の受領
第１２８回審査会 ・ 異議申立人から意見を聴取（ ）

・ 実施機関の職員から非公開理由等を聴取

１４． ２． １ ・ 審議
（ ）第１２９回審査会

１４． ３． ８ ・ 審議
（ ）第１３０回審査会

１４． ４．１７ ・ 審議
（ ）第１３３回審査会

１４． ５．２４ ・ 審議
（ ）第１３４回審査会

１４． ６．２１ ・ 審議
（ ）第１３５回審査会

１４． ７．２２ ・ 審議
（ ）第１３６回審査会

１４． ９． ６ ・ 審議
（ ）第１３７回審査会

１４． ９．１８ ・ 審議
（ ）第１３８回審査会

１４． ９．３０ ・ 答申


